
放課後児童クラブは、保護者の就労などにより昼間常時留守になっている家庭の児童を対象に、

放課後や長期休暇において家庭に代わる生活の場を確保し、放課後児童支援員が適切な遊びや指

導を行うことにより、児童の健全育成を図ることを目的とする施設です。

■ 入室要件

令和８年４月に春日部市立小学校および春日部市立義務教育学校（前期課程に限る。以降「学

校」といいます。）に在籍する児童の保護者が、次のいずれかの要件に該当する場合

■ 保育時間

※ お迎えは、勤務終了後速やかにお願いします。保育時間外のお預かりはできません。

■ 休 室 日

日曜日・祝日および年末年始（１２月２９日～１月３日）

※ 気象状況や災害などにより危険が予測される場合または感染症の流行などの場合は、

臨時に休室することがあります。

■ 保育料・おやつ代

① 保育料には減免制度がありますが、別途申請が必要になります。

② おやつ代は実費負担となりますので、減免制度はありません。

③ 保育料・おやつ代は、原則、月途中の入退室でも月額全額負担となります。

保 育 料 一人月額 ９，０００円 市に納入

おやつ代 一人月額 ２，０００円 指定管理者に納入

令和８年度 放課後児童クラブ入室案内

①

就労などにより、昼間常時留守になっている家庭で、児童の保育ができない

場合（日曜日を除き週４日以上で１日４時間以上就労しており、かつ帰宅が

午後３時以降となることが条件）

② 疾病または障がいなどにより、児童の保育ができない場合

③ 在宅の病人などの看護に当たるため、児童の保育ができない場合

④ 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっている場合

⑤ 大学や専門学校などに通学し、①と同程度児童の保育ができない場合

⑥ 出産または産じょくなどの理由により体調が整わない場合

⑦ その他市長が必要と認める場合

区 分 保 育 時 間

学校の授業がある日 （月曜日から金曜日） 放課後から午後７時まで

学校の休業日 （土曜日、夏休みなどの長期休暇、

学校の代休日など）
午前７時３０分から午後７時まで



④ 期日までの納付がない場合は、入室選考に影響する場合があります。

◎ 納入方法

口座振替による納付にご協力をお願いします。 納付書による窓口納付をご希望の場合、

入室月の中旬に、保護者あてに納入通知書を郵送します。

※ おやつ代の納付方法等については、指定管理者へお問い合わせ下さい。

■ 入室手続き

１ 入室申請に必要な書類（以降「申請書類」という。）入手場所

➊市役所３階こども育成課➋庄和総合支所２階 福祉・健康保険担当 ➌放課後児童クラブ

➍保育所・保育園（認可外保育園は除く）➎認定こども園および幼稚園

➏市公式ホームページからダウンロード

２ 申請書類

① 放課後児童クラブ入室申請書 ② 児童生活状況調査書

③ 利用を必要とする理由を証明する書類 ※以下の書類の他に、別途提出いただく場合があります

④ 放課後児童クラブ保育料減免申請書（保育料の減免を申請する場合のみ）

３ 受付日時および受付場所

（一次受付分を選考後、定員に空きがある場合に二次受付分を選考します。）

指定管理エリア 指定管理者名 電話番号

Ａブロック 株式会社トライグループ 048-753-5080

Ｂブロック シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 048-738-8435

Ｃブロック 株式会社アンフィニ 048-793-4512

利用を必要とする理由 証 明 す る 書 類

保護者および同居人（令和８年４月１日

時点で６０歳未満）が就労している場合

就労証明書（証明日が申請書提出日から２か月以内の

もの）※保育所就労証明書の写しでも可

※自営業者の場合は上記の他に、開業届、スケジュー

ル表や契約書など就労実態がわかるものの写し

就労している保護者および同居人の勤

務時間や休日が不規則の場合

直近２か月分のシフト表・勤務表・タイムカードの写

しなど、勤務実績のわかるもの

保護者および同居人が疾病などの場合 医師の診断書（保育ができない旨の記載があること）・

障害者手帳の写し

在宅の病人などを看護している場合
看護対象者の障害者手帳の写し・介護保険証の写し・

医師の診断書など

災害などの復旧に当たっている場合 り災証明書（全壊や半壊など）

就学している（する予定の）場合 在学証明書（合格通知書の写し）および時間割など

出産予定の場合 母子手帳の写し（母の氏名および出産予定日記載箇所）

４月入室 一次受付 二次受付

日 時

11/1（土）、2（日）9：00～17：00

※休日開庁２日間（市役所こども育成課のみ受

け付け、庄和総合支所では受け付けません）
11/11（火）～2/2（月）

土日祝、年末年始を除く

8：30～17：15
10/14（火）～11/10（月）土日祝除く

8：30～17：15

場 所 ➊こども育成課 ➋庄和総合支所 11/4（火）～ 同左（支所 11/11（火）～）



４ 注意事項

① 令和８年４月分から保育料の減免を受けるには、令和８年２月２７日（金）までに減免

申請書を受付場所（➊または➋）に提出してください。なお、令和８年度の市民税額が確

定次第、再判定を行い、保育料が変更となる方には７月に改めて通知いたします。

※詳細は減免申請の案内をご参照ください。

② 現在放課後児童クラブに在籍している児童が、令和８年度も継続して入室を希望し、き

ょうだい（入室前の児童を含む）も申請する場合は、あわせて放課後児童クラブに提出

してください。

③ 郵送による申請は、一次受付令和７年１１月１０日（月）、二次受付令和８年２月２日（月）

までの消印が有効となります。

※ 封筒・郵送料はご負担ください。また、郵送事故による不着については対応できま

せん。

④ 入室要件を満たしていない場合や申請書類に不備などがある場合は、要件・書類が整っ

てからの審査となります。

■ 入室の決定

入室の決定は、児童の学年や、提出された書類から各家庭の状況などを審査し、滞納の有無

を確認した上で決定します。利用希望者が定員を超えた場合、待機となる場合があります。

１ 放課後児童クラブの保育料やおやつ代および保育施設の保育料や給食費に滞納がある場

合は、完納が確認でき次第、入室審査を行います。

また、入室決定通知後であっても、申請内容に変更があった場合に必要な書類の提出がな

い、または入室要件を満たさない事情が発生した場合は入室を取り消すことがあります。

２ 身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている児童や、特別支援学級に在籍または在籍予

定の児童および持病などがある児童は、集団生活における注意点などについて、保護者と本

人を交えた面接を行いますので、必ず申告してください。

３ 同一小学校内で分割している放課後児童クラブへの入室は、市が調整を行います。申請者

がクラブを選択することはできません。

４ 育児休業から職場復帰をする場合や雇用開始日が月の途中の場合は、実際の勤務開始日が

入室日となります。慣らし保育期間はありません。※４月入室申請は、４月末までに復帰す

る方のみ申し込み対象です。

５ 新規入室者の保護者を対象に、入室前（３月中旬頃）に各放課後児童クラブにて、注意事

項、利用に関する説明会を行います。

■ 年度途中の入室

年度途中での入室申請は、入室を希望する月の前月２０日（閉庁日の場合は翌開庁日）まで

に申請書類を提出してください。

郵送による申請は、入室希望月の前月１３日までの消印が有効となります。入室の可否など

に関する通知書は入室月の前月２５日頃までに郵送します。各放課後児童クラブの入室状況に

よっては、一定期間、待機となる場合があります。

■ お迎え等

児童が事故や犯罪に遭わないために、帰宅または習い事などで当日、退室する場合は、保護

者（保護者の指定する祖父母、高校生以上のきょうだい、友人、ファミリーサポートセンター

の提供会員などでも可）に児童のお迎えをお願いしています。当日の再登室はできません。

結果通知 ２月中旬 ３月中旬



必ず午後７時までのお迎えをお願いします。
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